
四日市市告示第９１号  

 四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議設置要綱の一

部を改正する要綱を次のように定める。  

平成３１年３月８日  

四日市市長   森  智広  

 

四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議設置要綱

の一部を改正する要綱  

四日市市子どもの虐待及び配偶者からの暴力防止ネットワーク会議設置要綱（平

成２５年四日市市告示第１４５号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、要保護児童等（児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号。以下「法」という。）第６条の３

第５項に規定する要支援児童等及び法

第６条の３第８項に規定する要保護児

童並びに配偶者からの暴力を受けた者

及びその養育する子をいう。以下同

じ。）の早期発見、適切な保護、適切

な支援等を図るため、四日市市子ども

の虐待及び配偶者からの暴力防止ネッ

トワーク会議（以下「ネットワーク会

議」という。）を設置し、運営するこ

とに関し必要な事項を定めるものとす

る。  

別表第１ (第３条、第５条、第６条関係 ) 

関 係 機 関 等 の 種

別  

委員を構成する関

係機関等の名称  
 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第６条の３第８項に規定する

要保護児童並びに配偶者からの暴力を

受けた者及びその養育する子（以下

「要保護児童等」という。）の早期発

見、適切な保護、適切な支援等を図る

ため、四日市市子どもの虐待及び配偶

者からの暴力防止ネットワーク会議

（ 以 下 「 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 」 と い

う。）を設置し、運営することに関し

必要な事項を定めるものとする。  

 

 

別表第１ (第３条、第５条、第６条関係 ) 

関 係 機 関 等 の 種

別  

委員を構成する関

係機関等の名称  
 

  

 



 

（略）  （略）  

児童等福祉・教

育機関  

 

保育所（私立）  

保育所及び幼保

連携型認定こど

も園（公立）  

幼稚園（私立）  

幼稚園（公立）  

小学校  

中学校  

四日市市教育委

員会  

三重県北勢児童

相談所  

四日市市こども

未来部  

四日市市市民文

化部  

児童養護施設  

母子生活支援施

設  

（略）  （略）  

 

別表第２ (第３条、第５条、第７条関係 ) 

関 係 機 関 等 の 種

別  

推進委員を構成す

る関係機関等の名

称  

（略）  （略）  

児 童 等 福 祉 ・ 教

育機関  

保育所（私立）  

 

（略）  （略）  

教育機関  幼稚園（私立）  

幼稚園（公立）  

小学校  

中学校  

四日市市教育委

員会  

児童等福祉機関  三重県北勢児童

相談所  

四日市市こども

未来部  

四日市市市民文

化部  

保育園（私立）  

保育園（公立）  

児童養護施設  

母子生活支援施

設  

（略）  （略）  

 

 

 

別表第２ (第３条、第５条、第７条関係 ) 

関 係 機 関 等 の 種

別  

推進委員を構成す

る関係機関等の名

称  

（略）  （略）  

児童等福祉機関  三重県北勢児童相

談所  



 

 保育所及び幼保連

携型認定こども園

（公立）  

幼稚園（私立）  

幼稚園（公立）  

小学校  

中学校  

四日市市教育委員

会  

三重県北勢児童相

談所  

四日市市こども未

来部  

四日市市市民文化

部  

児童養護施設  

母子生活支援施設  

（略）  （略）  
 

 

 四日市市こども未

来部  

四日市市市民文化

部  

保育園（私立）  

保育園（公立）  

児童養護施設  

母子生活支援施設  

教育機関  幼稚園（私立）  

幼稚園（公立）  

小学校  

中学校  

四 日 市 市 教 育 委

員会  

（略）  （略）  

 

 

  

 

附則  

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 


